
③ 有 期 労 働 契 約 を 更 新 す る 場 合 の 基 準
通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新
回 数 の 上 限 を 含 み ま す 。

事業主の皆さまへ

職業安定法施行規則の改正により、2024（令和６）年４月１日以降、ハローワークに

求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①～③の明示をお願いします。

・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、
「仕事の内容」欄に「変更範囲：変更なし」と
明示してください。

・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる
業務に配置される見込みがある場合には、同欄に
変更後の業務を明示してください。

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に

配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を

「１．あり」とした上で、転勤範囲を明示してくだ

さい。

① 従 事 す べ き 業 務 の 変 更 の 範 囲 ※

② 就 業 場 所 の 変 更 の 範 囲 ※

・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約
更新の可能性」欄を「１．あり」に○を付けてください。

・更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は
「条件付きで更新あり」に○を付けてください。

※「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、

将来の配置転換など今後の見込みも含めた、

締結する労働契約期間中での変更の範囲のこ

とをいいます。

■原則更新の場合に必要な明示

・有期労働契約の通算契約期間または更新回数
に上限がある場合

「求人に関する特記事項」欄に「更新上限：有
（通算契約期間○年／更新回数○回）」

◎更新上限がない場合、その旨を明示する必要
はありません。

求人票に明示する労働条件が新たに３点追加されます

問合せ先 富山労働局職業安定課 076-432-2782 または最寄りのハローワーク

■条件付きで更新ありの場合に必要な明示

・「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を
記載

・有期労働契約の通算契約期間または更新回数
に上限がある場合、同欄に記載

◎更新上限がない場合、その旨を明示する必要
はありません。


